
 

京都府高齢者施設等利用者支援事業費補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 知事は、物価高騰が続く中、高齢者及び障害者の福祉を図ることを目的とし

て、介護サービス事業所等及び障害者施設等（以下「高齢者施設等」という。）の
利用者の負担を軽減するため、高齢者施設等の利用者からの実費徴収により実施さ
れる行事（以下「レクリエーション」という。）に要する経費に対し、補助金等の
交付に関する規則（昭和 35 年京都府規則第 23 号。以下「規則」という。）及びこ
の要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 
(1) 介護サービス事業所等 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 70 条第１項の

規定により指定を受けた通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護
（空床型を除く。）及び短期入所療養介護（空床型を除く。）、同法第 78 条の２
第１項の規定により指定を受けた地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護、同条第４項の規定により指定を受けた複合型サービス（看
護小規模多機能型居宅介護）、同法第 86 条第１項の規定により指定を受けた指定
介護老人福祉施設、同法第 94 条の規定により許可を受けた介護老人保健施設、同
法第 107 条の規定により許可を受けた介護医療院、老人福祉法（昭和 38 年法律第
133 号）第 20 条の４に規定する養護老人ホーム、同法第 20 条の６に規定する軽
費老人ホーム並びに生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要
綱（平成 13 年老発第 192 号厚生労働省老健局長通知別紙）により整備された生活
支援ハウスをいう。 

(2) 障害者施設等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（平成 17 年法律第 123 号）第 36 条第１項の規定により指定を受けた療養介護、
生活介護、短期入所（空床型を除く。）、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生
活訓練）、宿泊型自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援 A 型、
就労継続支援 B 型及び共同生活援助、同法第 38 条第１項の規定により指定を受
けた障害者支援施設、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）第 21 条の５の 15 第
１項の規定により指定を受けた、児童発達支援及び放課後等デイサービス、同法
第 24 条の９の規定により指定を受けた福祉型障害児入所施設及び医療型障害児
入所施設をいう。 

 
（補助対象施設等） 
第３条 補助金の交付の対象となる施設等（以下「補助対象施設等」という。）の区

分及び要件、補助対象経費、基準額並びに事業対象期間は、別表に定めるとおりと
する。 

２ 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体又は民間団体からの補助金、交付金
その他の給付金の交付を受けて実施する事業については、補助金の対象としない。
ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。 

 
（補助金の額等） 
第４条 補助金の額は、補助対象施設等ごとに、基準額の合計と補助対象経費の実支

出額を比較していずれか少ない方の額を限度とする。ただし、補助金の額に 1,000
円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 
（事前着手） 
第５条 補助対象施設等を運営する者等は、補助金の交付決定前に事業を実施した場

合（当該事業に係る契約を締結した場合を含む。）は、補助金の交付を受けること
はできない。ただし、やむを得ない事由により、交付決定前に当該事業を実施しよ
うとする場合（当該事業に係る契約を締結しようとする場合を含む。）において、



 

別に定める事前着手届を知事に提出して、その承認を受けたときは、この限りでな
い。 

 
（交付申請） 
第６条 規則第５条第１項に規定する申請書は、別記第１号様式によるものとし、知

事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。 
 
（補助事業の変更） 
第７条 補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。)は、補助事業

の内容を変更しようとするときは、あらかじめ別記第２号様式による申請書を知事
に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、こ
の限りでない。 

 
（補助事業の中止又は廃止） 
第８条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじ

め別記第３号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならな
い。 

 
(補助事業遅延等の報告) 

第９条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき
又は補助事業の遂行が困難になったときは、速やかに別記第４号様式による報告書
を知事に提出し、その指示を受けなければならない。 

 
（実績報告） 
第 10 条 規則第 13 条に規定する実績報告書は、別記第５号様式によるものとし、知

事が別に定める期日までに知事に提出するものとする。 
 
（地位の承継） 
第 11 条 補助事業者の地位は、合併又は分割その他特別の理由がある場合に限り、

承継することができる。 
２ 前項の規定により補助事業者の地位を承継しようとする者は、その事実を証する

書面を添えて、別記第６号様式による申請書を知事に提出し、その承認を受けなけ
ればならない。 

 
（証拠書類の保管） 
第 12 条 補助事業者は、補助事業の経理については、他の経理と明確に区分して帳

簿及び全ての証拠書類を整備し、その収支の状況を明らかにしておかなければなら
ない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終
了後 10 年間保存しなければならない。 

 
（その他） 
第 13 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。 
 
  附 則 
 この要綱は、令和８年４月 27 日から施行する。 
 



 

別表 

補助対象施設等 
補助対象経費 基準額 事業対象期間 

区分 要件 

介護

サー

ビス

事業

所等 

京都府内（京都市内を除く。）に所在し、サービ

スを提供し、介護報酬の請求を行う介護サービス

事業所等（軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び

生活支援ハウスにあっては、京都府内（京都市内

を除く。）に所在し、サービスの提供を行う介護サ

ービス事業所等）を運営する者 

ただし、地方公共団体の一般会計で直接運営する

施設を除く。 

レクリエーショ

ンを実施するた

めに必要な経費

（報償費、需用

費、役務費、委

託料並びに使用

料及び賃借料そ

の他知事が必要

と認める経費）

（消費税及び地

方消費税を除

く。） 

定員１人当たり

5,000 円 
令和８年３月

13 日から令和

９年１月 31 日

まで 

障害

者施

設等 

京都府内（京都市内を除く。）に所在し、サービ

スを提供し、障害福祉サービス等報酬の請求を行

う障害者施設等を運営する者 

ただし、地方公共団体の一般会計で直接運営する

施設を除く。 
備考１ 国、地方公共団体その他の公的機関が運営する施設へ交付する場合は、基準額に１/２を乗じて得た額を基

準額とする。 

備考２ 要件を満たす申請が予算額を超えた場合は、交付額の調整（減額）を行うことがある。 

 


